
 

 

議案第●●号 

   和解することについて 

 次のとおり請負代金請求事件に関し和解をしようとするので、地方自治法第９６条第１

項の規定により、議会の議決を求める。 

  令和６年（２０２４年）１２月１１日提出 

                     宝塚市長 山 﨑 晴 恵   

 

宝塚市は、請負代金請求事件に関し、次のとおり和解する。 

１ 事件名  神戸地方裁判所令和５年（ワ）第１４００号請負代金請求事件 

２ 当事者  原告 ああああああああああああああ 

           ああああああああ 

            あああああああああああああああああ 

       被告 宝塚市東洋町１番１号 

           宝塚市 

            代表者 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

３ 和解の要旨 

 （１） 被告は、原告に対し、本件解決金として金８６６万１３８円の支払義務がある

ことを認める。 

 （２） 被告は、原告に対し、前項の金員を原告の指定する口座に振り込む方法により

支払う。ただし、振込手数料は被告の負担とする。 

（３） 原告は、その余の請求を放棄する。 

（４） 原告と被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本和解条項に定めるもの

のほか、何らの債権責務のないことを相互に確認する。 

（５） 訴訟費用は各自の負担とする。 

 



議案第  号 

   和解することについて 

事件の概要 

原告と被告は、オープンシールド工法という特殊技術を用いて施工することを前提に、令和3

年(2021年)7月30日付けで荒神川・都市基盤河川改修事業河川改修工事(以下「本件工事」とい

う。)に係る工事請負契約(以下「本件契約」という。)を締結した。本件契約締結後、設計変更

を行う必要が生じたため、被告は原告から見積もりを徴収し、令和4年(2022年)3月31日付けで工

事請負変更契約(以下「本件変更契約」という。)を行った。 

原告は、工事を竣工するまでの間、現場の状況に合わせ、被告と協議を行うなどした上で、本

件変更契約の内容に含まれていない追加工事(以下「本件追加工事」という。)も適宜行ったが、

被告は、原告がオープンシールド工法に係る工事部分について安価な方法で施工していたことを

理由に、本件追加工事にかかった費用を加味しても本件変更契約の金額の範囲内の工事内容であ

ったとして、本件変更契約どおりの1億4,997万7,300円の請負代金を支払ったため、768万8,700

円の未払があるとして、原告は被告に対し追加で請負代金の支払を求め、令和5年(2023年)6月9

日付けで神戸地方裁判所に訴訟を提起した。その後、訴えの変更申立てにより、請求金額は879

万3,289円に修正された。 

今般、訴訟における裁判所からの和解勧告の結果、被告が原告に対し、解決金として866万138

円を支払うことで和解しようとするものである。 








